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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動する非接触情報記録媒体に記録された情報を読み書きするアンテナを備えたリーダ
ライタであって、
　前記アンテナは、２つのループアンテナから構成され、夫々のループアンテナに逆位相
の信号を供給することにより、前記２つのループアンテナからそれぞれ磁界を発生させ、
前記２つのループアンテナ間の全領域に合成磁界を生成し、該全領域において前記非接触
情報記録媒体を交差するよう配置してリードライトを行うことを特徴とするリーダライタ
。
【請求項２】
　中心軸を中心として回転する柱状の回転体周面に取り付けられた前記非接触情報記録媒
体に記録された情報を読み書きするために、前記各ループアンテナを前記回転体の周面と
非接触状態にて対向配置させ、且つ、前記各ループアンテナにより合成された前記合成磁
界が前記非接触情報記録媒体と交差するように構成したことを特徴とする請求項１に記載
のリーダライタ。
【請求項３】
　中心軸を中心として回転する円盤状の回転体の面に取り付けられた前記非接触情報記録
媒体に記録された情報を読み書きするために、前記各ループアンテナを前記中心軸に対し
て同心円状に配置して前記回転体と離間して対向させ、且つ、前記各ループアンテナによ
り合成された前記合成磁界が前記非接触情報記録媒体と交差するように構成したことを特
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徴とする請求項１に記載のリーダライタ。
【請求項４】
　一定方向移動又は往復移動する移動体に取り付けられた前記非接触情報記録媒体に記録
された情報を読み書きするために、前記夫々のループアンテナを並行に配置して前記移動
体と離間して対向配置させ、且つ、前記各ループアンテナにより合成された前記合成磁界
が前記非接触情報記録媒体と交差するように構成したことを特徴とする請求項１に記載の
リーダライタ。
【請求項５】
　前記回転体又は移動体が金属により構成されている場合、前記非接触情報記録媒体と前
記金属との間にフェライト又はスペーサを介在させたことを特徴とする請求項２乃至４の
何れか一項に記載のリーダライタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リーダライタに関し、さらに詳しくは、移動体、特に回転体に取り付けられ
たＩＣタグの情報を読み書きするのに好適なリーダライタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＣカードと呼ばれる新しい情報記録媒体が、市場に広く出回っている。ＩＣカ
ードとは、クレジットカード、銀行カード、ポイントカード等のカード状あるいはシート
状の形状を備え、カード内、或いはカード面上にＩＣが組み込まれている読み書き可能な
記録媒体を総称した名称である。特に、非接触型ＩＣカードは、例えば、鉄道等の交通機
関の駅構内への入退場時に使用される定期券、プリペイドカードとして多く使用されてい
る。また、非接触型ＩＣカードの一種として、構造的には非接触型ＩＣカードと全く同様
であり、且つ識別番号及び履歴情報等に関する管理情報を記録したＲＦ（Radio Frequenc
y）タグがあり、このＲＦタグの一種として郵便物あるいは荷物等を分類管理するために
使用される非接触型ＲＦタグ（以下、単にＲＦタグと記す）が知られている。
【０００３】
　従来のループアンテナを使用したリーダライタでは、ループアンテナの中心に金属等の
磁界を遮蔽する物体が存在する場合や、ループアンテナとＲＦタグとの位置関係によって
は、ＲＦタグとの交信距離が著しく低下、または交信が不可能になるといった欠点がある
。図７は従来のループアンテナを使用したリーダライタにより、回転体の表面に取り付け
られたＲＦタグに記録された情報を読み書きする動作を説明する図である。図７のように
、円柱１２０の回転速度が高速になるにつれて、ループアンテナ１１０とＲＦタグ１３０
が対向する時間が短くなるため、リーダライタ１００とＲＦタグ１３０との交信処理時間
が不足して交信異常が発生し易くなる。特に、円柱１２０が金属製の場合、円柱上のＲＦ
タグ１３０を連続的に識別することは困難であった。
　特許文献１には、車輪に埋め込まれたＲＦタグの情報を、地面に設置されたアンテナに
より受信する移動体の管理システムについて開示されている。
【特許文献１】特開２００６－２１３５２３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されている従来技術は、車輪に埋め込まれたＲＦタグ
が地面に設置されたアンテナに接近するまでは、ＲＦタグに記録された情報を読み取るこ
とができないため、読み取りに時間がかかるといった問題と、車輪の大きさによりＲＦタ
グが一回転する際の移動距離が異なり、車輪の径が大きくなると、アンテナのサイズを大
きくしなければならないといった問題がある。
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、２つのループアンテナにより発生
された合成磁界が、ＲＦタグが移動しても常に該ＲＦタグと交差するように各ループアン
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テナを配置することにより、移動体に取り付けられたＲＦタグに記録された情報を確実に
、且つ正確に読み書きすることができるリーダライタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明はかかる課題を解決するために、請求項１は、移動する非接触情報記録媒体に記
録された情報を読み書きするアンテナを備えたリーダライタであって、前記アンテナは、
２つのループアンテナから構成され、夫々のループアンテナに逆位相の信号を供給するこ
とにより、前記２つのループアンテナからそれぞれ磁界を発生させ、前記２つのループア
ンテナ間の全領域に合成磁界を生成し、該全領域において前記非接触情報記録媒体を交差
するよう配置してリードライトを行うことを特徴とする。
　これにより、移動する非接触情報記録媒体に記録された情報を常に正確に読み書きする
ことができる。
【０００６】
　請求項２は、中心軸を中心として回転する柱状の回転体周面に取り付けられた前記非接
触情報記録媒体に記録された情報を読み書きするために、前記各ループアンテナを前記回
転体の周面と非接触状態にて対向配置させ、且つ、前記各ループアンテナにより合成され
た前記合成磁界が前記非接触情報記録媒体と交差するように構成したことを特徴とする。
　これにより、回転体の速度と非接触情報記録媒体の位置に関係なく常に情報を読み書き
することができる。
【０００７】
　請求項３は、中心軸を中心として回転する円盤状の回転体の面に取り付けられた前記非
接触情報記録媒体に記録された情報を読み書きするために、前記各ループアンテナを前記
中心軸に対して同心円状に配置して前記回転体と離間して対向させ、且つ、前記各ループ
アンテナにより合成された前記合成磁界が前記非接触情報記録媒体と交差するように構成
したことを特徴とする。
　これにより、回転体の速度と非接触情報記録媒体の位置に関係なく常に情報を読み書き
することができる。
【０００８】
　請求項４は、一定方向移動又は往復移動する移動体に取り付けられた前記非接触情報記
録媒体に記録された情報を読み書きするために、前記夫々のループアンテナを並行に配置
して前記移動体と離間して対向配置させ、且つ、前記各ループアンテナにより合成された
前記合成磁界が前記非接触情報記録媒体と交差するように構成したことを特徴とする。
　これにより、移動体の速度と非接触情報記録媒体の位置に関係なく常に情報を読み書き
することができる。
【０００９】
　請求項５は、前記回転体又は移動体が金属により構成されている場合、前記非接触情報
記録媒体と前記金属との間にフェライト又はスペーサを介在させたことを特徴とする。
　これにより、非接触情報記録媒体と交差する磁界のループが形成され、情報を正しく読
み書きすることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、移動する非接触情報記録媒体に記録された情報を常に正確に読み書き
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を図に示した実施形態を用いて詳細に説明する。但し、この実施形態に記
載される構成要素、種類、組み合わせ、形状、その相対配置などは特定的な記載がない限
り、この発明の範囲をそれのみに限定する主旨ではなく単なる説明例に過ぎない。
　図１は、本発明のリーダライタの構成を示すブロック図である。このリーダライタ３０
は、リーダライタ３０との間でデータの授受を行ってシステム全体を制御するＰＣ５０に
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よって制御される。リーダライタ３０は、外部のＰＣ５０とのデータの通信プロトコルを
司る送受信装置１と、リーダライタ３０全体の動作を制御する制御装置２と、制御装置２
を動作させる手順を記録したファームウェアと読み取ったデータを格納するメモリ装置３
と、制御装置２からのデータを搬送波に乗せて変調する変調器４と、操作コマンドを入力
する入力装置５と、制御装置２により制御された情報を表示する表示装置６と、制御装置
２からの交流信号である電力供給用信号と変調器４からの書き込みコマンドを電力増幅す
る電力増幅器７と、ループアンテナ９から受信した搬送波から２値化データに変換する検
波復調器８と、図示しないＩＣカード（ＲＦタグ）との電力用搬送波とデータの授受をす
るループアンテナ９とを備えて構成されている。尚、ループアンテナ９は、逆位相の信号
を供給するループアンテナ９ａ、とループアンテナ９ｂにより構成されている。
【００１３】
　次に、本構成によるリーダライタ３０の動作を説明する前に、ＩＣカード（ＲＦタグ）
の構成を先に説明しておく。図２は、一般的なＩＣカード（ＲＦタグ）の構成を示すブロ
ック図である。本実施形態のＩＣカード（ＲＦタグ）４０は、リーダライタ３０からの電
力用搬送波によりデータの授受をするアンテナ２０と、書き込みコマンド読み出しコマン
ドを生成する送受信回路２１と、アンテナ２０からの電力用搬送波を受け、それを整流し
て直流電力に変換する電力生成回路２２と、制御用ファームウェアとデータの記憶を司る
メモリ装置２３と、制御回路２６からの送信コマンドに搬送波を乗せて変調する変調器２
４と、送受信回路２１からの搬送波データから２値化データに変換する検波器２５と、Ｉ
Ｃカード（ＲＦタグ）４０の全体の動作を制御する制御回路２６から構成されている。
【００１４】
　次に、図１と図２を併せて参照してそれぞれ単独の動作について説明する。リーダライ
タ３０は、図示しない電源が入れられると制御装置２のイニシャル動作後、メモリ装置３
に記憶されたプログラムに従い動作を開始する。まず、初期化が行われる。次に、制御装
置２は、ＩＣカード（ＲＦタグ）４０に供給する電力供給用信号と、ポーリング信号を交
互に電力増幅器７から送信する。その信号は、ループアンテナ９から電磁波として外部に
放射される。次に、ＩＣカード（ＲＦタグ）４０がリーダライタ３０に近接すると、アン
テナ２０が電力供給用信号を受信し、電力生成回路２２によりその搬送波を整流して直流
電力に変換して、ＲＦタグ内の全ての回路に供給する。電力を供給されて制御回路２６が
駆動すると、メモリ装置２３に格納されたプログラムに従って、制御を開始する。
　次に、制御回路２６は、まず送受信回路２１からコマンドを検波器２５で復調して２値
化信号に変換し、そのコマンドを解析する。その結果、自分が呼び出されていることを認
識すると、レスポンスを変調器２４により変調して送受信回路２１を介してアンテナ２０
から送信する。このレスポンスをリーダライタ３０がループアンテナ９で受信して、検波
復調器８で２値化コードに変換し、制御回路２により解析してＩＣカード（ＲＦタグ）４
０が規格に合致したＩＣカード（ＲＦタグ）であると認識する。それにより、以後リーダ
ライタ３０とＩＣカード（ＲＦタグ）４０の間でポーリングが行われる。以下、ＩＣカー
ド（ＲＦタグ）４０を単にＲＦタグ４０と呼ぶ。
【００１５】
　図３は、本発明のリーダライタにより、回転体に取り付けられたＲＦタグに記録された
情報を読み書きする動作の概略を説明する図である。同じ構成要素には図1及び図２と同
じ参照番号を付して説明する。この構成１００は、中心軸３６を中心として矢印３７の方
向に回転する回転体３５と、回転体３５周面に取り付けられたＲＦタグ（非接触情報記録
媒体）４０と、ＲＦタグ４０に記録された情報を受信するアンテナ９と、アンテナ９を介
してＲＦタグ４０の情報を読み書きするリーダライタ３０と、を備えて構成されている。
アンテナ９は、図示しない２つのループアンテナから構成され（詳細は後述する）、夫々
のループアンテナに逆位相の信号を供給することにより合成磁界を発生させた時に、この
合成磁界がＲＦタグ４０と交差するように各ループアンテナを配置する。図３で明らかな
ように、ＲＦタグ４０が回転しても、常にアンテナ９に対向するようになっているため、
リーダライタ３０はアンテナ９を介して常にＲＦタグ４０に情報を読み書きすることがで
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きる。また、回転体３５の回転速度に無関係にＲＦタグ４０に情報を読み書きすることが
できる。
　即ち、ＲＦタグ４０が回転（移動）している場合、その回転速度により情報が正しく読
めない事態が発生する。そこで本発明では、アンテナ９を２つのループアンテナにより構
成し、夫々のループアンテナには逆位相の信号を供給することにより、夫々のループアン
テナから発生する磁界の方向が同じになるようにして合成磁界４３とする（図４（ｂ）参
照）。この合成磁界４３がＲＦタグ４０のアンテナ２０と交差するように各ループアンテ
ナを配置する。これにより、回転するＲＦタグ４０に記録された情報を常に正確に読み書
きすることができる。
【００１６】
　図４は本発明の第1の実施形態に係る図３の構成を更に詳細に説明する図である。図４
（ａ）は全体構成を示す図、図４（ｂ）は図４（ａ）のＡ部を拡大した断面図である。図
４（ａ）の構成１００では、中心軸３６を中心として回転する柱状の回転体３５の周面に
取り付けられたＲＦタグ４０に記録された情報を読み書きするために、各ループアンテナ
９ａ、９ｂを回転体３５の周面と非接触状態にて対向配置させ、各ループアンテナ９ａ、
９ｂにより発生された合成磁界４３がＲＦタグ４０のアンテナ２０と交差（理想的には直
交）するように各ループアンテナ９ａ、９ｂを配置する。図４（ｂ）により、更に詳細に
説明すると、ループアンテナ９ａには×印の方向に信号が流れ、ループアンテナ９ｂには
●印の方向（即ち、互いに逆方向の電流）に信号が流れているものとすると、例えば、ル
ープアンテナ９ａの周囲には磁界４１が矢印の方向に発生する。また、ループアンテナ９
ｂの周囲には磁界４２が矢印の方向に発生する。ここで、磁界４１と磁界４２は電流の向
きが異なるために、逆向きの磁界となる。そして磁界４１と磁界４２が交わる領域Ｐでは
、磁界ベクトルが一致するために磁界４１と磁界４２が合成されて合成磁界４３が発生す
る。この合成磁界４３はＲＦタグ４０内のアンテナ２０と交差することにより、リーダラ
イタ３０と情報の交信が可能となる。また、ＲＦタグ４０は、磁界４１と磁界４２がルー
プを形成するように、例えば、フェライト４４（又は、スペーサ等）を介して回転体３５
に取り付けられている。
【００１７】
　即ち、本実施形態では、回転体３５に取り付けられたＲＦタグ４０に記録された情報を
読み書きする場合に関する。特に、柱状の回転体３５の周面にＲＦタグ４０が取り付けら
れた場合に関する。即ち、回転体３５の周面にＲＦタグ４０が取り付けられた場合、一方
向から情報を読み書きしようとすると、回転体３５が金属で構成されていたり、回転速度
が高速の場合、情報を正しく読み書きできない事態が発生する。そこで本実施形態では、
２つのループアンテナ９ａ、９ｂを回転体３５の周面と非接触状態にて対向配置させ、各
ループアンテナ９ａ、９ｂにより発生された合成磁界がＲＦタグ４０と交差するように各
ループアンテナ９ａ、９ｂを配置する。これにより、回転体３５の速度とＲＦタグ４０の
位置に関係なく常に情報を読み書きすることができる。
　また、回転体３５が金属により構成されている場合、ＲＦタグ４０と金属との間にフェ
ライト４４又はスペーサを介して取り付ける。即ち、ＲＦタグ４０を金属に密着して取り
付けた場合、ＲＦタグ４０と交差する磁界４１、４２が金属により減衰されてしまい、情
報が読み書きできなくなる。そこで本実施形態では、ＲＦタグ４０と金属との間にフェラ
イト４４又はスペーサを介して取り付ける。これにより、ＲＦタグ４０と交差する磁界４
１、４２のループが形成され、情報を正しく読み書きすることができる。尚、回転体が金
属でない場合は、ＲＦタグ４０を回転体３５に直接取り付けても構わない。
【００１８】
　図５は本発明の第２の実施形態に係る構成を詳細に説明する図である。図５（ａ）は全
体構成を示す図、図５（ｂ）は図５（ａ）の側面図、図５（ｃ）は図５（ｂ）のＢ部を拡
大した断面図である。図５（ａ）の構成１１０では、中心軸４６を中心として回転する回
転体４５の面に取り付けられたＲＦタグ４０に記録された情報を読み書きするために、夫
々のループアンテナ９ａ、９ｂを中心軸４６に対して同心円状に配置して回転体４５と離
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間して対向させ（図５（ｂ）参照）、各ループアンテナ９ａ、９ｂにより発生された合成
磁界４９がＲＦタグ４０のアンテナ２０と交差するように各ループアンテナ９ａ、９ｂを
配置する。
　即ち、本実施形態では、回転体４５に取り付けられたＲＦタグ４０に記録された情報を
読み書きする場合に関する。特に、中心軸４６を中心として回転する回転体４５の面にＲ
Ｆタグ４０が取り付けられた場合に関する。即ち、回転体４５の面にＲＦタグ４０が取り
付けられた場合、一箇所から情報を読み書きしようとすると、回転速度が高速の場合、情
報を正しく読み書きできない事態が発生する。そこで本実施形態では、２つのループアン
テナ９ａ、９ｂを中心軸４６に対して同心円状に配置して回転体４５と離間して対向させ
、各ループアンテナ９ａ、９ｂにより発生された合成磁界４９がＲＦタグ４０のアンテナ
２０と交差するように各ループアンテナ９ａ、９ｂを配置する。これにより、回転体４５
の速度とＲＦタグ４０の位置に関係なく常に情報を読み書きすることができる。図５（ｃ
）により、更に詳細に説明すると、ループアンテナ９ａには×印の方向に信号が流れ、ル
ープアンテナ９ｂには●印の方向（即ち、互いに逆方向の電流）に信号が流れているもの
とすると、例えば、ループアンテナ９ａの周囲には磁界４７が矢印の方向に発生する。ま
た、ループアンテナ９ｂの周囲には磁界４８が矢印の方向に発生する。ここで、磁界４７
と磁界４８は電流の向きが異なるために、逆向きの磁界となる。そして磁界４７と磁界４
８が交わる領域Ｑでは、磁界ベクトルが一致するために磁界４７と磁界４８が合成されて
合成磁界４９が発生する。この合成磁界４９はＲＦタグ４０内のアンテナ２０と交差する
ことにより、リーダライタ３０と情報の交信が可能となる。また、ＲＦタグ４０は、磁界
４７と磁界４８がループを形成するように、例えば、フェライト４４（又は、スペーサ等
）を介して回転体４５に取り付けられている。
【００１９】
　図６は本発明の第３の実施形態に係る構成を詳細に説明する図である。図６（ａ）は全
体構成を示す側面図、図６（ｂ）は図６（ａ）の上面図、図６（ｃ）は図６（ｂ）のＣ部
を拡大した断面図である。図６（ａ）の構成１２０では、矢印５３の一定方向に移動する
ベルトコンベア（移動体）５２に取り付けられたＲＦタグ４０に記録された情報を読み書
きするために、夫々のループアンテナ９ａ、９ｂを並行に配置してベルトコンベア５２と
離間して対向させ、各ループアンテナ９ａ、９ｂにより発生された合成磁界５６がＲＦタ
グ４０のアンテナ２０と交差（理想的には直交）するように各ループアンテナ９ａ、９ｂ
を配置する。
　即ち、本実施形態では、一定方向（又は往復方向）に移動するベルトコンベア５２に取
り付けられたＲＦタグ４０に記録された情報を読み書きする場合に関する。特に、ベルト
コンベヤ等の一定方向に移動する移動体にＲＦタグ４０が取り付けられた場合に関する。
即ち、ベルトコンベア５２にＲＦタグ４０が取り付けられた場合、一箇所から情報を読み
書きしようとすると、ＲＦタグ４０が交信可能範囲外に移動した場合、情報を正しく読み
書きできない事態が発生する。そこで本実施形態では、２つのループアンテナ９ａ、９ｂ
を並行に配置してベルトコンベア５２と離間して対向させ、各ループアンテナ９ａ、９ｂ
により発生された合成磁界５６がＲＦタグ４０と交差するように各ループアンテナ９ａ、
９ｂを配置する。これにより、ベルトコンベア５２の速度とＲＦタグ４０の位置に関係な
く常に情報を読み書きすることができる。但し、ベルトコンベアの場合は、ローラ５１を
通過してＲＦタグ４０が反対側に移動した場合は、情報の交信は不可能となる。また、所
定範囲で往復移動する場合は、本実施形態により対応することが可能である。図６（ｃ）
により、更に詳細に説明すると、ループアンテナ９ａには×印の方向に信号が流れ、ルー
プアンテナ９ｂには●印の方向（即ち、互いに逆方向の電流）に信号が流れているものと
すると、例えば、ループアンテナ９ａの周囲には磁界５４が矢印の方向に発生する。また
、ループアンテナ９ｂの周囲には磁界５５が矢印の方向に発生する。ここで、磁界５４と
磁界５５は電流の向きが異なるために、逆向きの磁界となる。そして磁界５４と磁界５５
が交わる領域Ｓでは、磁界ベクトルが一致するために磁界５４と磁界５５が合成されて合
成磁界５６が発生する。この合成磁界５６はＲＦタグ４０内のアンテナ２０と交差するこ
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とにより、リーダライタ３０と情報の交信が可能となる。また、ＲＦタグ４０は、磁界５
４と磁界５５がループを形成するように、例えば、フェライト４４（又は、スペーサ等）
を介してベルトコンベア５２に取り付けられている。
【００２０】
　以上の説明は一例であり、ＲＦタグ４０が移動体（回転、振動、移動等）に取り付けら
れている場合、本発明のループアンテナ９ａ、９ｂをその移動体の移動範囲に設置し、ル
ープアンテナ９ａ、９ｂにより合成される合成磁界がＲＦタグ４０のアンテナ２０と交差
するようにループアンテナ９ａ、９ｂが配置可能であれば、どのような移動体でも構わな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明のリーダライタの構成を示すブロック図である。
【図２】一般的なＩＣカード（ＲＦタグ）の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明のリーダライタにより、回転体に取り付けられたＲＦタグに記録された情
報を読み書きする動作の概略を説明する図である。
【図４】本発明の第1の実施形態に係る図３の構成を更に詳細に説明する図で、（ａ）は
全体構成を示す図、（ｂ）は（ａ）のＡ部を拡大した断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る構成を詳細に説明する図で、（ａ）は全体構成を
示す図、（ｂ）は（ａ）の側面図、（ｃ）は（ｂ）のＢ部を拡大した断面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る構成を詳細に説明する図で、（ａ）は全体構成を
示す側面図、（ｂ）は（ａ）の上面図、（ｃ）は（ｂ）のＣ部を拡大した断面図である。
【図７】従来のループアンテナを使用したリーダライタにより、回転体の表面に取り付け
られたＲＦタグに記録された情報を読み書きする動作を説明する図である。
【符号の説明】
【００２２】
　９ａ、９ｂ　ループアンテナ、２０　アンテナ、３０　リーダライタ、３５　回転体、
３６　中心軸、３７　回転方向、４０　ＲＦタグ、４１、４２　磁界、４３　合成磁界、
４４　フェライト
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